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(57)【要約】
【課題】　着崩し難く、また、選手の姿を美しく見せる
ことができる空手用上衣を提供する。
【解決手段】　身頃を帯で締付けて着用する空手用上衣
であって、前記身頃の裾側に他の部分よりも撓み難い難
撓部を設ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身頃を帯で締付けて着用する空手用上衣であって、
　前記身頃の裾側に、前記身頃の他の部分よりも撓み難い難撓部を設けたことを特徴とす
る空手用上衣。
【請求項２】
　前記難撓部が、着用初期状態において、前記身頃の前記帯と重なる第１領域及び前記身
頃の前記帯よりも裾側の第２領域を含む領域内に設けられている請求項１記載の空手用上
衣。
【請求項３】
　前記難撓部が、前記２領域内に設けられている請求項２記載の空手用上衣。
【請求項４】
　前記難撓部が、前記身頃の裾から所定範囲を構成している請求項１乃至３のいずれかに
記載の空手用上衣。
【請求項５】
　前記難撓部が、前記身頃の他の部分を構成する生地よりも硬い生地、厚い生地、又は、
硬くて厚い生地によって形成されているものである請求項１乃至４のいずれかに記載の空
手用上衣。
【請求項６】
　前記身頃が帆布によって形成されているものである請求項１乃至５のいずれかに記載の
空手用上衣。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空手用上衣に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空手には、形競技と組手競技とがある。そして、形競技では、選手が、仮想の敵に対す
る技の組み合わせを一連の流れとして演武し、その演武を通して技が正しく表現できてい
るかを競う。
【０００３】
　具体的には、形競技は、１対１で行われ、５人の審判官が両選手の演武の優劣を判定す
る。なお、審判官は、判定するにあたり、技のキレ・パワー・スピード・決め・気合い等
を考慮して総合的な印象に基づき判定する。
【０００４】
　ところで、特許文献１に示された空手用上衣のように、身頃全体が同じ生地によって形
成されたものでは、選手が技を繰り出した場合に、身頃の裾側が帯から抜けて着崩れし易
い。なお、着崩れした選手の姿は、決して美しいものとは言えず、審判官に悪い印象を与
える可能性がある。
【０００５】
　また、形競技では、選手が技を繰り出した際に、空手用上衣が擦れ合って生じる音も審
判官へ技のキレ・パワー・スピードをアピールするポイントになるが、着崩れすると、当
該空手用上衣が弛んだ状態となり、前記音が生じ難くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】登実３１４６９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　そこで、本発明は、着崩し難く、また、演武中の選手の姿勢を良く見せることができる
空手用上衣を提供することを主な課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、本発明に係る空手用上衣は、身頃を帯で締付けて着用する空手用上衣であっ
て、前記身頃の裾側に、前記身頃の他の部分よりも撓み難い難撓部を設けたことを特徴と
するものである。
【０００９】
　このようなものであれば、身頃の裾側に当該身頃の他の部分よりも撓み難い難撓部を設
けたので、選手が技を繰り出した場合に、難撓部が大きく撓まずに帯に引っ掛かる。これ
により、身頃の裾側が帯から抜け難くなって着崩れし難くなる。その結果、演武中に選手
の姿（道着姿）が美しく保たれると共に、選手が技を繰り出した際に、空手用上衣が擦れ
合った音が生じ易くなり、審判官に好印象を与えることができる。
【００１０】
　また、前記難撓部の具体的な構成としては、前記難撓部が、着用初期状態において、前
記身頃の前記帯と重なる第１領域及び前記身頃の前記帯よりも裾側の第２領域を含む領域
内に設けられているものが挙げられる。
【００１１】
　ここで、着用初期状態とは、選手が空手用上衣を着用してから着崩れしていない状態を
示している。
【００１２】
　また、前記難撓部の具体的な構成としては、前記難撓部が、着用初期状態において、前
記第２領域に設けられているものが挙げられる。
【００１３】
　このようなものであれば、難撓部を帯よりも裾側の第２領域に設けることにより、帯を
難撓部よりも撓み易い身頃の他の部分で締めることができる。これにより、帯で身頃を締
め付け易くなり、身頃の裾側がより帯から抜け難くなる。
【００１４】
　また、前記難撓部の具体的な構成としては、前記難撓部が、前記身頃の裾から所定範囲
を構成している。
【００１５】
　このようなものであれば、着用状態において、身頃の帯から一方（下方）へ延びる裾側
が着用者のボディーラインに沿って撓むことなく、帯から直線的に延びた状態に保たれる
。これにより、選手の姿勢が良く見え、審判官に好印象を与えることができる。
【００１６】
　また、前記難撓部の具体的な構成としては、前記難撓部が、前記身頃の他の部分を構成
する生地よりも硬い生地、厚い生地、又は、硬くて厚い生地によって形成されているもの
が挙げられる。
【００１７】
　このようなものであれば、難撓部と他の部分とを硬さや厚さの異なる同種の生地によっ
て形成することができ、難撓部と他の部分との見た目の違いを目立たなくすることができ
る。
【００１８】
　また、前記身頃の具体的な構成としては、前記身頃が帆布によって形成されているもの
が挙げられる。
【発明の効果】
【００１９】
　このような構成の空手用上衣によれば、着崩し難く、また、選手の姿を美しく見せるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】実施形態に係る空手用上衣を示す模式図である。
【図２】実施形態に係る空手用上衣を着用した状態を示す正面図である。
【図３】実施形態に係る空手用上衣を着用した状態を示す斜視図である。
【図４】その他の実施形態に係る空手用上衣を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明に係る空手用上衣を図面に基づいて説明する。
【００２２】
　＜実施形態＞　本実施形態に係る空手用上衣１００は、図１に示すように、選手が上半
身に羽織った状態で腰に帯２００を締付けて着用される。なお、空手用上衣１００は、裾
１０ｅ側をズボン３００の内側に入れず、ズボン３００の外側に垂らした状態で着用され
る。以下、空手用上衣１００の構成を詳述する。
【００２３】
　前記空手用上衣１００は、図２に示すように、身頃１０と、一対の袖２０と、襟３０と
、を備えている。そして、空手用上衣１００は、身頃１０に一対の袖２０及び襟３０を縫
合して形成される。なお、空手用上衣１００は、帆布によって形成されている。
【００２４】
　前記身頃１０は、人の腹側に配置される前身頃１０ａと、人の背中側に配置される後身
頃１０ｂと、を備えている。そして、身頃１０は、前身頃１０ａと後身頃１０ｂとを縫合
して形成される。具体的には、身頃１０は、前身頃１０ａと後身頃１０ｂとを脇下及び肩
上の縁で互いに縫合して形成される。また、身頃１０は、脇下の裾１０ｅ側に前身頃１０
ａと後身頃１０ｂとを縫合せずに形成したスリット１０ｓを有している。よって、身頃１
０には、裾１０ｅ側の左右の両サイドにスリット１０ｓが設けられている。
【００２５】
　また、前記身頃１０には、裾１０ｅ側に身頃１０の他の部分１２よりも撓み難い難撓部
１１が設けられている。具体的には、難撓部１１は、着用初期状態において、身頃１０の
帯２００と重なる第１領域Ｓ１、及び、身頃１０の帯２００よりも裾１０ｅ側の第２領域
Ｓ２を含む領域Ｓ内に設けられている。ここで、身頃１０の他の部分１１２とは、具体的
には、身頃１０の難撓部１１と隣接する部分である。より具体的には、身頃１０の難撓部
１１と襟３０側で隣接する部分である。
【００２６】
　本実施形態の難撓部１１は、身頃の裾１０ｅから所定範囲を構成している。具体的には
、本実施形態の難撓部１１は、前記第２領域Ｓ２全体を構成している。
【００２７】
　すなわち、本実施形態の身頃１０は、裾１０ｅから所定範囲が身頃１０の他の部分１２
（難撓部１１以外の部分）よりも硬い生地によって形成されており、この硬い生地で形成
された部分が難撓部１１を構成している。よって、身頃１０は、裾１０ｅ側と襟３０側と
が異なる硬さに形成されている。これにより、身頃１０には、着用初期状態において、難
撓部１１を構成する生地と難撓部１１以外の他の部分１２を構成する生地との境界が帯に
沿うように配置される。
【００２８】
　なお、前記身頃１０は、難撓部１１と難撓部１１以外の他の部分とを別々の生地によっ
て形成してもよい。この場合、難撓部１１を構成する生地として、難撓部１１以外の他の
部分を構成する生地よりも硬い生地を使用し、両生地を縫合すればよい。また、前記身頃
１０は、難撓部１１と難撓部１１以外の他の部分とを同じ生地によって形成してもよい。
この場合、難撓部１１と難撓部１１以外の他の部分とで異なる硬さに織られた生地を使用
すればよい。
【００２９】
　このような構成のものであれば、着用状態において、選手が激しく運動したとしても、
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。これにより、演武中に着崩れし難くなる。また、着用状態において、図３に示すように
、身頃１０の裾１０ｅ側が撓まず帯２００から直線的に延びた状態となり、選手の姿勢が
良く見えるようになる。
【００３０】
　＜その他の実施形態＞　前記実施形態においては、身頃１０の第２領域Ｓ２全体を難撓
部１１によって構成したが、これに限定されない。例えば、身頃１０の領域Ｓ内の一部を
難撓部１１によって構成してもよい。また、前身頃１０ａ又は後身頃１０ｂのいずれか一
方にのみ難撓部１１を設けてもよい。なお、図４においては、身頃１０の後身頃１０ｂの
第２領域Ｓ２の一部に難撓部１１を設けた構成を示している。このように、難撓部１１を
第１領域Ｓ１と第２領域Ｓ２とに跨るように設けてもよい。
【００３１】
　また、前記実施形態においては、身頃１０の難撓部１１を他の部分１２よりも硬い生地
によって形成することにより、難撓部１１が他の部分１２よりも撓み難くなるように構成
したが、これに限定されない。例えば、身頃１０の難撓部１１を他の部分１２よりも厚い
生地によって形成することにより、難撓部１１が他の部分１２よりも撓み難くなるように
構成してもよい。また、身頃１０の難撓部１１を他の部分１２よりも硬くて分厚い生地に
よって形成してもよい。
【００３２】
　なお、難撓部１１が、身頃１０の裾１０ｅから所定範囲を構成している場合、当該難撓
部１１は、少なくともスリット１０ｓの切込端よりも裾１０ｅ側全体を構成することが好
ましい。
【００３３】
　また、前記実施形態においては、空手用上衣１００を帆布によって形成したが、これに
限定されず、帆布以外の生地によって形成してもよい。
【００３４】
　なお、空手用上衣１００を着用する場合における帯２００の締め方は、選手毎に癖があ
る。このため、一般的な帯２００の締め方を行う選手が着用した場合には、難撓部１１と
難撓部１１以外の他の部分１２との境界が身頃１０の帯２００よりも裾１０ｅ側に配置さ
れるが、特殊な帯２００の締め方を行う選手が着用した場合には、当該協会が身頃１０の
帯２９９よりも襟３０側に配置されるような場合があり得るが、このようなものも本発明
に含まれる。
【００３５】
　その他、本発明は前記各実施形態に限られず、その趣旨を逸脱しない範囲で種々の変形
が可能であるのは言うまでもない。
【符号の説明】
【００３６】
１００　空手用上衣
２００　帯
１０　身頃
１０ａ　前身頃
１０ｂ　後身頃
１０ｅ　裾
１１　難撓部
１２　他の部分
Ｓ１　第１領域
Ｓ２　第２領域
Ｓ　領域
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【図３】 【図４】
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